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序文 

 この認定基準及び基準確認方法は、消費生活用製品安全法に基づき設立された製品安全協会が以下の

安全管理委員会専門部会において作成し、ガットスタンダードコードに基づく海外通報手続きを経た上

で、通商産業大臣承認を受けて制定された製品安全基準とその評価方法である 

 この認定基準及び基準確認方法は、適合性評価手続き（ＳＧマーク制度）の適用を受ける。 

 この認定基準及び基準確認方法は、製造物責任法等のいかなる他法令の適用も除外するものではな

い。 
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剣道具の認定基準及び基準確認方法 

Approval standard and standard Confirmation Method for Kendo Equipments and Gear 

 

１．基準の目的 

この基準は、剣道具の安全性品質及び消費者が誤った使用をしないための必要事項を定め、一般消費

者の身体に対する危害防止及び生命の安全を図ることを目的とする。 

  

２．適用範囲 

この基準は、剣道の試合、けいこ、体育活動等に使用する剣道具（以下、特に指定のない場合は

「剣道具」という。）について適用する。 

なお、ここでいう剣道具とは、面、胴及び小手をいい、垂は含まないものとする。 

 

備考：この基準の中で｛ ｝を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって参

考値として併記したものである。 

 

３．安全性品質 

剣道具の安全性品質は、次のとおりとする。 

項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

1.外観、構造 

及び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 剣道具の外観、構造及び寸法は、

次のとおりとする。 

（1）外表面には傷害のおそれのある

鋭利な箇所がないこと。 

（2）縫製郎には、縫い飛び等の縫製

上の欠陥がないこと。 

（3）面にあっては、面金は強固に固

定されており、横金等のがたつきが

ないこと。 

（4）胴にあっては、胴台の強度に影

響を及ぼすおそれがある割れ、傷等

がないこと。 

（5）打突部等を十分覆う構造である

こと。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）面にあっては、物見部は竹刀 

先端が貫入することがない構造であ

ること。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.緩衝性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.緩衝試験を行ったとき、面及び小手

のふとん部の衝撃力は〇N {〇kgf}

以下であり、小手の小手頭部の衝撃

力は〇N｛〇kgf}であること。 
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項 目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

3.衝撃曲げ強

さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.材 料 

3.胴にあっては、胴台の衝撃曲げ試験

を行ったとき、〇mm 以上の変形がな

いこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.耐食性材料以外の金属材料は、防せ

い処理が施されていること。 
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４．表示及び取扱説明書 

   剣道具は表示及び取扱説明書は、次のとおりとする。 

項 目 認 定 基 準 基準確認方法 

1.表 示 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.取扱説明書 

1.剣道具には、容易に消えず、かつ

剥れにくい方法で次の事項を表示

すること。 

 

（1）申請者（製造業者、輸入業者

等）の名称又はその略号 

（2）製造年月若しくは輸入年月、

又はその略号 

 

2.剣道具には、次に示す趣旨の各 

項目が記載された取扱説明書を添 

付すること。 

（1）は取扱説明書の表紙等の見 

やすい箇所に示し、（3）は図を併

記すること。 

 なお、その製品に該当しない事項

は省略してよい。 

 

（1）取扱説明書を必ず読み、保管

すること。 

（2）適用（面に限る） 

  例．横金○本の小学生用 

（3）各部の名称 

（4）使用上の注意 

①横金等のがたつきがないことを

使用前に必ず点検すること（面

に限る）。 

②面金の物見等が変形したまま絶

対に使用しないこと（面に限

る）。 

③胴台に割れ等の破損があるまま

使用しないこと（胴に限る）。 

④身体に合った大きさのものを正

しく着用すること。 

（5）手入れの方法・廃棄基準 

（6）用途以外には使用しないこ

と。 
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（7）ＳＧマーク制度は、剣道具

（面、胴又は小手）の欠陥によっ

て発生した人身事故に対する補償

制度である旨。 

 

（8）製造業者、輸入業者、販売業

者等の名称、住所及び電話番号 
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参 考 付 図 
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